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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第70期

第３四半期連結累計期間
第70期

第３四半期連結会計期間
第69期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 (百万円) 29,423 9,940 39,904

経常利益 (百万円) 388 191 1,205

当期純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △183 △205 482

純資産額 (百万円) ― 14,377 15,129

総資産額 (百万円) ― 28,774 30,837

１株当たり純資産額 (円) ― 643.39 677.38

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △8.55 △9.62 22.54

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 47.8 47.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 546 ― 2,007

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,172 ― △2,020

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △554 ― 83

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 1,926 3,107

従業員数 (名) ― 2,252 2,273

(注)　１　「営業収益」には消費税等は含まれておりません。

 ２　「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」については、第69期は潜在株式が存在していないため記

載しておりません。また、第70期第３四半期連結累計期間および第70期第３四半期会計期間については１株当

たり四半期純損失で、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。 

　また、主要な関係会社についても異動はありません。 

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
2,252
(1,168)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員数であります。　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) ―

(注) 純粋持株会社であり業務を委託しているため、従業員はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの扱う輸送商品は単一ではなく、輸送距離もまちまちであり、また受注形態をとらない事業

で、事業の種類別セグメントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりま

せん。

このため生産、受注および販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析」における各事業

の種類別セグメントの業績に関連付けて示しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した急速な景気悪化

を受け、設備投資の抑制、個人消費の低迷など景気の後退感は一層強まる状況となりました。

このような状況のもと、エスライングループは、グループ経営および運営を行う「株式会社エスライ

ン」を中心として、特色ある23の事業会社がそれぞれの得意業務分野で責任を持ち分担しながら、「お

客様が一番」の価値観を共有し、地域社会に密着した輸送およびその周辺業務の取り込みに向け、積極

的に提案営業を展開し、グループ全体の業績確保に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、営業収益99億40百万円、営業利益１億54百万円、経常

利益１億91百万円、四半期純損失２億５百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

[物流関連事業]

物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、損

害保険代理業などであります。

エスライングループの主要な事業であります貨物自動車運送事業におきましては、一般商業貨物の運賃

水準の見直しも継続して行ってまいりましたが、国内貨物の輸送需要も減少傾向に歯止めがかからず、物量

確保を目指した同業者間の激しい荷物獲得競争や、原油価格の高騰による燃料費の増加、さらには安全環境

規制の強化にともなう新型車両の導入などコストアップ要因が重なり、引き続き厳しい経営環境が続いて

おります。

このような状況のもとエスライングループは、グループ各社の得意とする集配網と幹線輸送網の総合力

を活かした輸送システムの品質の向上と効率化に努めてまいりました。また専門輸送・物流保管業務の分

野におきましても、担当分野で培った物流ノウハウや施設をエスライングループ全体で共有して、より質の

高い物流サービスの提供をグループ会社の総力を結集して取り組んでまいりました。

この結果、物流関連事業の営業収益は97億87百万円、営業利益は２億50百万円となりました。

　

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

 4/25



[不動産関連事業]

不動産関連事業につきましては、エスライングループ各社において資産の有効活用を図るため賃貸事業

を営んでおります。前連結会計年度より新たに大阪（旧今里支店の跡地）に脳神経外科病院を建設して賃

貸を開始しました。

この結果、不動産関連事業の営業収益は78百万円、営業利益は30百万円となりました。

　

[その他事業]

主に、旅客自動車運送事業を営んでおります。岐阜地区の高校や大学の通学バス、自治体のコミュニティ

バスなどの定期運行に加えて、冠婚葬祭時の送迎や行楽の移動手段として、安全と安心を第一に、地域に密

着した運営を行ってまいりました。

この結果、その他事業の営業収益は73百万円、営業利益は８百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の連結資産合計は287億74百万円となり、前連結会計年度末比20億62百

万円減少いたしました。この主な要因は現金及び預金、株式市場の低迷による投資有価証券の減少であ

ります。

また、連結負債合計は143億97百万円となり、前連結会計年度末比13億11百万円減少しております。こ

の主な要因は有利子負債の減少によるものと、支払手形及び営業未払金の減少であります。

連結純資産合計は143億77百万円となり、前連結会計年度末比７億51百万円減少しております。この主

な要因は評価・換算差額等の減少であります。

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は19億26百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは１億12百万円の支出となりました。この主な支出は法人税等の

支払であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは２億11百万円の支出となりました。この主な支出は有形固定資

産の取得であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは25百万円の収入となりました。この主な収入は有利子負債の増

加であります。

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、

その内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

会社の支配に関する基本方針

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ当社の財務基盤

や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続して確保し向

上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。 

当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、当社の株主は、当社株式の市

場における自由な取引を通じて決せられるものであります。 

当社の支配権の移転を伴う大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為がなされた場合であっ

ても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これ

に応じるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えておりま

す。 
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しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一

方的に大規模な株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。こうした大規模な株式の買

付の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、

株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件につ

いて検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないも

の、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要と

するもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規

模な株式の買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者としては適切でないと考えております 。

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組み

は、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。 

当社は、昭和13年に設立された「岐阜トラック運輸株式会社」を前身とし、以来、貨物運送事業を中心と

して、輸送路線網の拡大、大量高速輸送時代に先駆けたトレーラー輸送の開始、Ｓライン日本グループによ

る全国輸送ネットワーク体制の確立、業界初のオンラインシステムの稼動、フランチャイズシステムによ

る宅配ネットワークの結成、子会社方式による輸送周辺領域業務の取組み等、お客様の様々なニーズにお

応えすべく注力してまいりました。平成18年10月には、グループ体制の更なる発展と結束力の強化、各事業

会社の迅速な意思決定と環境変化に伴う機動的かつ柔軟な対応、戦略的かつ明確な経営体制の整備と収益

力の向上を図るために純粋持株会社体制に移行し、㈱エスラインとして新たな体制をスタートさせており

ます。当社は、この体制移行により、特色のある23のグループ会社を傘下に有し、運送事業、物品販売事業、

情報処理事業、自動車整備事業等、輸送事業とその関連周辺分野を中心とした事業領域において、機動的か

つ柔軟に総合力を発揮することが、当社グループ全体の利益体質を高め企業価値の向上につながるものと

考えており、ワンランク上の総合物流企業となることを目指して注力しております。 

　

＜当社の経営理念＞

当社は、昭和13年の創業以来、

「和」 社是「和」のもと、労使一体の全員経営により輸送の使命をはたしてみんなの幸せ

を追求する。

「法の精神」 国内の法または関係法令およびその精神を遵守し、オープンでフェアーな企業活動

を通じて社会から信頼される企業を目指す。

「社会貢献」 地域に密着した企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する。

「環境と顧客優先」 環境に配慮した物流企画の提案と輸送品質の向上に努め、お客様に満足して頂ける

物流を提供する。

「全員参加」 全社員が職務に応じて企業の運営を分担する全員経営により、対話と活力に満ちた

企業風土を作る。

を経営の基本理念として掲げ、株主の皆様をはじめ社員、取引先、地域社会等ステークホルダーとの深い

信頼関係に基づき、着実に事業の発展に注力してまいりました。 

持株会社のもと、当社グループは引続き、創業の精神を受け継ぎ、「お客様が一番」の価値観を共有し、

地域に密着した輸送およびその周辺業務の取り込みに向け、積極的に提案営業を展開し、事業会社各社が

それぞれの業務分野を分担しながら有機的に連携することにより、一層の企業価値の安定的な向上に向け

て注力してまいります。
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＜当社の中期経営戦略＞

エスライングループは、中期的な経営戦略において以下の具体的な取組みに注力しております。

(a) 組織の改革と強化

顧客のニーズを的確に捉え、スピード、サービス、セーフティをモットーに、創意と熱意をもって新輸送

商品の開発に努め、過去に蓄積した有形無形の財産（施設・土地・経験・ノウハウ・情報力）を有効に活

用した高度な輸送サービスの提供を一層推進する。

(b) 事業展開における取組み 　

(イ) 貨物自動車運送事業（特別積合せ）の営業区域を、特定（東海道・山陽道・九州一円）し、

　　 エリア内での1)～3)の各施策を積極的に展開する。

1) 集配網と幹線輸送網の充実 

  2) 地域に密着した輸送およびその関連物流業務の取り込み 

  3) 施設・車・人を専門輸送業務と有機的に結合させた「小口商業貨物」の拡大 

(ロ) 専門輸送分野である1)～4)の各施策を強化し、より質の高い物流サービスを提供する。 

1) 大手量販店のベンダー集荷からセンター間、店舗までの一貫配送業務 

  2) ドラッグストアやコンビニエンスストアのルート配送業務 

  3) 家電や大型家具の保管・配送・設置業務 

  4) 顧客個々の業態に最適な物流システムの提供 

(ハ) 倉庫部門では、顧客のニーズに応えた商品の調達から物流加工、配送に至るまでの一貫した

　　 物流システムを提供する。

当社は、グループ総力をあげたこれらのさまざまな取組みが、株主の皆様をはじめ社員、取引先、地域社

会等ステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにし、企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向

上につながるものと確信し、今後も企業の安定的な発展と株主の皆様のご期待に応えられる経営を目指し

て推進してまいります。

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組み

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策」（以下

「本プラン」といいます。）を導入し、平成20年６月27日開催の第69期定時株主総会において株主の皆様

にご承認いただき、平成23年６月開催の定時株主総会終結の時まで継続することといたしました。

その概要は以下のとおりです。

(a) 当社株式の大規模買付行為等

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とす

ることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％

以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

(b) 大規模買付ルールの概要　

　大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役

会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応　

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対

であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案の提示をすることにより、株主

の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。 

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行

為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。 
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(d) 対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度および手続

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保す

るため、独立委員会を設置することといたしました。 

対抗措置をとる場合、その判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動

に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の

是非について、勧告を行うものとします。 

(e) 本プランの有効期間等

本プランの有効期間は３年間（平成23年６月に開催予定の定時株主総会終結の時まで）とし、以降、

本プランの継続（一部修正したうえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得

ることとします。

ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものと

します。 

④ 前記②、③の取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合

致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上

させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。 　

また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること(b)株主共同の利益を損なう

ものではないこと(c)株主意思を反映するものであること(d)取締役会の恣意的判断の排除(e)デッドハン

ド型の買収防衛策・スローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いと考えております。 

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。

(6)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、有価証券報告書提出日後、当社の経営成績に重要な影響を与え

る要因に変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 59,013,000

計 59,013,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成20年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 21,753,993 21,753,993
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 21,753,993 21,753,993 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ― 21,753 ― 1,938 ― 2,812
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(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

347,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

21,240,000
21,240 ―

単元未満株式
普通株式

166,993
― ―

発行済株式総数 21,753,993― ―

総株主の議決権 ― 21,240 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式294株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社エスライン

岐阜県羽島郡岐南町
平成４丁目68番地

347,000 ― 347,000 1.59

計 ― 347,000 ― 347,000 1.59

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 235 235 231 260 230 223 185 175 177

最低(円) 200 233 214 212 203 205 128 150 134

(注)　最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部によるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,185 3,398

受取手形及び営業未収入金 ※1, ※3
 5,030

※1, ※3
 5,311

有価証券 8 2

貯蔵品 58 62

繰延税金資産 52 302

その他 633 761

貸倒引当金 △22 △23

流動資産合計 7,947 9,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 5,867

※２
 6,089

機械装置及び運搬具（純額） ※２
 2,422

※２
 1,856

土地 9,777 9,593

その他（純額） ※２
 102

※２
 176

有形固定資産合計 18,169 17,716

無形固定資産

施設利用権 59 80

無形固定資産合計 59 80

投資その他の資産

投資有価証券 1,251 1,654

繰延税金資産 145 125

その他 1,254 1,496

貸倒引当金 △52 △50

投資その他の資産合計 2,598 3,225

固定資産合計 20,827 21,023

資産合計 28,774 30,837
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 ※３
 3,773

※３
 4,207

短期借入金 1,530 1,330

1年内返済予定の長期借入金 1,047 824

1年内償還予定の社債 10 520

未払法人税等 50 458

賞与引当金 214 302

役員賞与引当金 8 13

設備関係支払手形 ※３
 606

※３
 302

その他 959 964

流動負債合計 8,200 8,922

固定負債

長期借入金 589 934

繰延税金負債 2,065 2,262

退職給付引当金 2,907 2,912

役員退職慰労引当金 183 188

負ののれん 165 172

その他 284 316

固定負債合計 6,196 6,786

負債合計 14,397 15,708

純資産の部

株主資本

資本金 1,938 1,938

資本剰余金 2,812 2,812

利益剰余金 8,903 9,193

自己株式 △73 △71

株主資本合計 13,580 13,873

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 91 354

繰延ヘッジ損益 92 275

評価・換算差額等合計 183 629

少数株主持分 613 626

純資産合計 14,377 15,129

負債純資産合計 28,774 30,837
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

営業収益 29,423

営業原価 27,944

営業総利益 1,479

販売費及び一般管理費 ※１
 1,201

営業利益 277

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 26

受取賃貸料 31

負ののれん償却額 30

その他 66

営業外収益合計 157

営業外費用

支払利息 31

持分法による投資損失 3

売上割引 4

債権売却損 6

その他 0

営業外費用合計 46

経常利益 388

特別利益

前期損益修正益 14

固定資産売却益 ※２
 54

国庫補助金 12

その他 9

特別利益合計 89

特別損失

固定資産除売却損 ※３
 69

前期損益修正損 1

その他 1

特別損失合計 72

税金等調整前四半期純利益 405

法人税等 ※４
 568

少数株主利益 20

四半期純損失（△） △183
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　　【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

営業収益 9,940

営業原価 9,408

営業総利益 531

販売費及び一般管理費 ※１
 377

営業利益 154

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 8

受取賃貸料 10

負ののれん償却額 10

その他 23

営業外収益合計 54

営業外費用

支払利息 9

持分法による投資損失 3

売上割引 1

債権売却損 2

その他 0

営業外費用合計 16

経常利益 191

特別利益

固定資産売却益 ※２
 17

その他 7

特別利益合計 25

特別損失

固定資産除売却損 0

前期損益修正損 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 215

法人税等 ※３
 416

少数株主利益 4

四半期純損失（△） △205
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 405

減価償却費 946

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △88

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 31

持分法による投資損益（△は益） 3

有形固定資産売却損益（△は益） △52

有形固定資産除却損 68

営業債権の増減額（△は増加） 278

たな卸資産の増減額（△は増加） 3

営業債務の増減額（△は減少） △433

その他 139

小計 1,258

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △30

法人税等の還付額 41

法人税等の支払額 △753

営業活動によるキャッシュ・フロー 546

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 106

定期預金の預入による支出 △75

投資有価証券の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △6

有形固定資産の売却による収入 94

有形固定資産の取得による支出 △1,252

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200

長期借入れによる収入 680

長期借入金の返済による支出 △801

社債の償還による支出 △520

配当金の支払額 △107

少数株主への配当金の支払額 △3

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △554

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,180

現金及び現金同等物の期首残高 3,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,926
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第１四

半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主に移動平均法による原価法から主に移動平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

この結果、営業費用が１百万円増加したことにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ

ております。

４　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

有形固定資産の耐用年数の変更

　機械装置については、耐用年数を法人税法に規定する耐用年数と同一の年数によっておりますが、「減価償却資産の耐

用年数等に関する省令の一部を改正する省令」（平成20年４月30日　財務省令第32号）の改正に伴い耐用年数を変更し

ております。

　これに伴う損益およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　受取手形裏書譲渡高 35百万円 ※１　受取手形裏書譲渡高 47百万円

※２　有形固定資産に対する減価償却累計額
15,478百万円

※２　有形固定資産に対する減価償却累計額
15,377百万円

※３　（追加情報）
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ
いては、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、連結子会社の当第３四半期連結会計期間末が
金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計
期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含
まれております。

受取手形 68百万円

支払手形 11百万円

※３　（追加情報）
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日
をもって決済処理しております。
なお、連結子会社の期末日が金融機関の休業日で
あったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま
れております。

 
 

受取手形 23百万円

支払手形 17百万円

設備関係支払手形 40百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

人件費 849百万円

(賞与引当金繰入額) (17百万円)

(役員賞与引当金繰入額) (8百万円)

(退職給付費用) (15百万円)

(役員退職慰労引当金繰入額) (3百万円)

減価償却費 9百万円

施設使用料 82百万円

租税公課 9百万円

貸倒引当金繰入 2百万円

※２　固定資産売却益の主な内訳

機械装置及び運搬具 54百万円

※３　固定資産除売却損の主な内訳

建物及び構築物 67百万円

※４　当第３四半期連結累計期間の税金費用については、四半期連結財務諸表に特有の会計処理を適用しているため、法

人税等調整額については、法人税等に含めております。
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第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

人件費 274百万円

(賞与引当金繰入額) (12百万円)

(役員賞与引当金繰入額) (2百万円)

(退職給付費用) (5百万円)

(役員退職慰労引当金繰入額) (1百万円)

減価償却費 3百万円

施設使用料 27百万円

租税公課 3百万円

貸倒引当金繰入 0百万円

※２　固定資産売却益の主な内訳

機械装置及び運搬具 17百万円

※３　当第３四半期連結会計期間の税金費用については、四半期連結財務諸表に特有の会計処理を適用しているため、法

人税等調整額については、法人税等に含めております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,185百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △258百万円

現金及び現金同等物 1,926百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 21,753,993

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 360,570

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 107 ５ 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
　
(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ
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ておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。
　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。
　
(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。
　
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)
物流関連事業
(百万円)

不動産関連
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 9,787 78 73 9,940 ― 9,940

営業利益 250 30 8 289 (135) 154

(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分

事業区分 事業内容

物流関連事業 貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業　他

不動産関連事業 不動産賃貸事業

その他事業 バス事業

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)
物流関連事業
(百万円)

不動産関連
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 28,960 236 226 29,423 ― 29,423

営業利益 602 94 28 725 (448) 277

(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分

事業区分 事業内容

物流関連事業 貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業　他

不動産関連事業 不動産賃貸事業

その他事業 バス事業

３　会計処理基準に関する事項の変更

  当第３四半期連結累計期間の「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記

載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間の「物流関連

事業」の営業利益は１百万円減少しております。 

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

643円39銭 677円38銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 14,377 15,129

普通株式に係る純資産額（百万円） 13,764 14,502

差額の主な内訳（百万円）
　少数株主持分

 
613

 
626

普通株式の発行済株式（千株） 21,753 21,753

普通株式の自己株式数（千株） 360 344

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数（千株）

21,393 21,409

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 8円55銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 183

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 183

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,405

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 9円62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 205

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 205

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,400

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

株式会社エスライン

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　安　藤　泰　行　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　堀　　　幸　造　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　豊　田　裕　一　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社エスラインの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスライン及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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